
平成29年3月2日 

 自治医科大学看護師特定行為研修センター  

研修責任者 村上礼子 

研修修了生の研修修了後の活動を視野に入れた 
指定研修機関の取り組み 
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資料７ 



自治医科大学は、医療に恵まれないへき地等に
おける医療の確保向上及び地域住民の福祉の
増進を図るため、昭和47年に設立され、全国の
都道府県が共同で設立した学校法人によって運
営されています。 医の倫理に徹し、高度な臨床
的実力を有する医師を養成することを目的とし、
併せて医学および看護学の進歩と福祉の向上
に資することを使命としています。 

自治医科大学 
教育理念 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

・救急搬送時の付き添い 

・救急搬送時、搬送先の病院への

状況報告、説明、申し送り 

・救急搬送時の初期対応 

行っている 少し行っている あまり行っていない 行っていない 無回答 

へき地診療所における看護活動を構成する因子 

鈴木久美子、春山早苗他（2004）：へき地診療所において発展させるべき看護活動、自治医科大学看護学部 
                  紀要、第2巻より結果抜粋 3 



0% 50% 100%

・往診以外でも患者宅を訪問し健康状態や

生活状況を把握 

・在宅福祉サービス利用に関わる援助 

・要介護高齢者家族に対する介護方法の

指導 

・健康面や生活面における電話相談 

・要介護高齢者家族に対する助言 

・医師不在時の応急処置や初期対応 

・外来患者への日常生活指導 

行っている 少し行っている あまり行っていない 行っていない 無回答 

へき地診療所における看護活動を構成する因子 

マルチで包括的な活動 
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研修・研鑽の機会やサポート・連携の少なさ 

へき地診療所看護職が感じる問題・困難感 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自治体保健師との連携がうまくいかない 

・診療所医師の看護職に対する理解不足 

・後方支援病院との連携がうまくいかない 

・看護に関するマニュアルや引継が不十分で

ある 

・研修・研鑽の機会が不十分である 

・相談できるバックアップ機関がない 

・看護活動に関して困った時に頼りにできる人

がいない 

・看護や医療に関する最新の情報が入ってこ

ない 

かなり感じる 少し感じる あまり感じない 全く感じない 無回答 5 



平成27年10月1日 看護師特定行為研修第1期（30名）開始 

平成27年9月25日 自治医科大学看護師特定行為研修センター  
                開所式を開催（19区分看護師特定行為研修） 

平成28年4月1日   看護師特定行為研修第2期（30名）開始 

平成28年10月1日    看護師特定行為研修第3期(30名)開始 

平成28年9月23日 看護師特定行為研修第1期修了生(23名)修了 
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特定行為研修の目的・目標 

研修目的 

 本研修の目的は、地域医療及び高度医療の現場において、医療安全を
配慮しつつ、高度な臨床実践能力を発揮し、自己研鑽を継続しながら
チーム医療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成します。 

研修目標 

 １．地域医療及び高度医療の現場において、迅速かつ包括的な      

   アセスメントを行い、当該特定行為を行う上での知識、技術及び  

   態度の基礎的能力を養う。 

 ２．地域医療及び高度医療の現場において、患者の安心に配慮  

   しつつ、必要な特定行為を安全に実行できる基礎的能力を養う。 

 ３．地域医療及び高度医療の現場において、問題解決にむけて、 

   多職種と効果的に協働できる能力を養う。 

 ４．自らの看護実績を見直しつつ、標準化する能力を養う。 
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受講資格 
出願提出書類 

•次の各号に定める要件をすべて
満たしていることが必要です。 

• 【必須条件】 

•看護師免許を有すること。 

•看護師の免許取得後、通算5年
以上の実務経験を有すること。 

•所属長（看護部長あるいは同等
職位の所属長）の推薦を有する
こと。 

 

•受講願書（様式1） 

•履歴書（様式2）  

•志願理由書（様式3） 

•推薦書（様式4） 

＊原則として所属機関の推
薦とします。 

•緊急連絡先（様式5） 

•看護師免許（写） 
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研修修了後まで見据えた指定研修機関としては・・・ 



就労しながら研修を継続・修了するための工夫 
講義はe-ラーニングにて受講 

共通科目の実習は全員指定研修機関の病院、区分別科目の実習は協力施設を推奨 

実習中は実習日誌をe-ポートフォリオに提出、学びの蓄積・共有を図る 

＜サポート＞ 

① e-ラーニング上で質問コーナーを常時開講（ICT環境の支援含む）  

②オリエンテーションにてLMS(学習管理システム)に慣れるためのコース設定 

③交流会の開催（オリエンテーション時、対面授業時） 

④ e-ラーニング中の研修生の自施設管理者との調整（研修生の受講促進の支援  

 依頼） 

⑤ e-ラーニング中から研修修了後に協働する医師との調整（演習を通して自施設 

 の医師と連携を図るための課題を意図的に組み込む） 

⑥自施設での区分別科目の実習および、研修修了後のイメージ化を共通科目の 

 実習中に促す企画設定（区分別科目の選定、研修修了生からの情報提供促進等） 

⑦協力施設に申請の際に研修目的～実習指導方針までの情報共有、指定研修機関 

 との連携強化の説明を施設管理者、指導者候補医師、事務責任者等と調整 

⑧協力施設の実習は、実習中はもとより、実習開始、実習終了は必ず研修責任者と 

 指導者間で連絡確認 

⑨研修修了後のフォローアップを提供 
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全科目の進行表 

＊ 講 議 試 験 実 習 

              週数 

区分 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

病態生理/疾病論Ⅰ 

病態生理/疾病論Ⅱ 

臨床薬理学 

医療安全学 

特定行為とプロトコール 

特定行為基礎実習Ⅰ 

特定行為基礎実習Ⅱ 

呼吸器関連(気道確保) 

呼吸器関連(人工呼吸療法) 

呼吸器関連(長期人工呼吸療法) 

循環動態薬剤投与関連 

循環器関連 

感染薬剤関連 

精神・神経薬剤関連 

血糖薬剤関連 

皮膚損傷薬剤関連 

ＰＩＣＣ関連 

栄養・水分薬剤関連 

ドレーン管理関連（腹腔） 

ドレーン管理関連（胸腔） 

ドレーン管理関連（創部） 

ろう孔管理関連 

創傷管理関連 

動脈血ガス分析関連 

IVH関連 

透析管理関連 

4月/10月 5月/11月 6月/12月 7月/1月 8月/2月 

補 

講 

期 

間 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

9月/3月 

共 

通 

科 

目 

区 

分 

別 

科 

目 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

/ 

再 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

共通 

区分別第 1 期 区分別第 2 期 

区分別第 1 期 区分別第 2 期 区分別第 3 期 

区分別第 1 期 区分別 2 期 区分別第 3 期 区分別第 4 期 

臨床推論/フィジカルアセスメントⅠ  

臨床推論/フィジカルアセスメントⅡ  



共通科目名 時間数 

臨床推論/フィジカルアセスメントⅠ 34時間 

臨床推論/フィジカルアセスメントⅡ 26時間 

病態生理/疾病論Ⅰ 42時間 

病態生理/疾病論Ⅱ 54時間 

臨床薬理学 42時間 

医療安全学 24時間 

特定行為と手順書 30時間 

特定行為基礎実習Ⅰ 38時間 

特定行為基礎実習Ⅱ 25時間 

合計時間数 315時間 

eラーニング 

12 



13 



14 

全科目の進行表 

＊ 講 議 試 験 実 習 

                  週数 

区分 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

臨床推論/フィジカルアセスメントⅠ 

臨床推論/フィジカルアセスメントⅡ 

病態生理/疾病論Ⅰ 

病態生理/疾病論Ⅱ 

臨床薬理学 

医療安全学 

特定行為とプロトコール 

呼吸器関連(気道確保) 

呼吸器関連(人工呼吸療法) 

呼吸器関連(長期人工呼吸療法) 

循環動態薬剤投与関連 

循環器関連 

感染薬剤関連 

精神・神経薬剤関連 

血糖薬剤関連 

皮膚損傷薬剤関連 

ＰＩＣＣ関連 

栄養・水分薬剤関連 

ドレーン管理関連（腹腔） 

ドレーン管理関連（胸腔） 

ドレーン管理関連（創部） 

ろう孔管理関連 

創傷管理関連 

動脈血ガス分析関連 

IVH関連 

透析管理関連 

4月/10月 5月/11月 6月/12月 7月/1月 8月/2月 

補 

講 

期 

間 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

9月/3月 

共 

通 

科 

目 

区 

分 

別 

科 

目 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

本 

/ 

再 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

本 

試 

験 

再 

試 

験 

共通 

区分別第 1 期 区分別第 2 期 

区分別第 1 期 区分別第 2 期 区分別第 3 期 

区分別第 1 期 区分別 2 期 区分別第 3 期 区分別第 4 期 

区分別科目は、追加申請が可能。その場合は、必
ず、自施設で必要な特定行為区分を施設の管理者・
所属長と相談して、了解をもらい、追加申請をする
ように指導している。 

＊ 講 議 試 験 実 習 



研修生の日誌より抜粋 協力施設にて実習 

指定研修機関にて実習 
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修了後のフォローアップ 
  

Jichi Medical University,  
Training for Nurses Pertaining to Specified Medical Acts（SMA-Ns ） 
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協力施設、修了生の所属施設とのつながり 

・協力施設の申請数（平成29年1月現在） 

➡11施設：病院10施設、訪問看護ステーション1施設 

 ＊うち区分の追加施設：2施設 

 

・平成29年4月実習開始のために調整中の協力施設数 

➡新規 3施設：病院3施設 

➡区分の追加施設 3施設：病院3施設、訪問看護ステーション1施設 

 

・継続して研修生を推薦している施設数 

➡11施設：病院10施設、訪問看護ステーション1施設  

 （山形2、栃木4、茨城2、埼玉1、福岡1） 
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研修生計90名所属内訳 病院77名、訪問看護9名、診療所等4名 



研修修了生が円滑に活動するための今後の課題 
                            その１ 
課題： 研修修了後、現場で活動開始ができない修了生がいる 

要因：①研修制度の認知不足 

研修制度を理解し、研修修了後のイメージができている管理者ばかりではない現状が
ある。  

＊修了後の活用ビジョンを描いたうえで送り出している管理者や 

 修了後のイメージが見えていないまま送り出している管理者など様々 

修了生の活用に関して、施設内全体でコンセンサスを得ている施設ばかりではない現
状がある。  

＊施設内全体で調整している施設や特定の医師や部署と調整している施設など様々 

 

➡指定研修機関：研修生の募集と合わせて、研修の周知活動を行う 

➡研修生：自施設の管理者や医師に周知活動を積極的・主体的に行う 
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研修中は常に、「自施設内で説明ができないようでは研修制度の趣旨である  
チーム医療のキーパーソンになりえない」と発破をかける。 
必要な資料、使えそうな情報の提供、院内外の研究会・研修会の参加促進と 
サポート、学会参加の促進と発表指導、困ったらいつでもサポート等 



要因：②研修修了生の不十分な数 

 研修を修了しても、資格があるわけではなく、一人の看護師として看護業務を行い
つつ、特定行為を実践していくためには、現在の数では施設側の利益が実感しにくい
現状がある。  

☛清拭のように、看護行為の1つとして施設内の大半の看護師が特定行為の何
かを実践できたならば、患者の生活リズムを崩すことなく、治療などが受けられ、
患者側、医療者側、施設側の利益は大きい。 

☛できる特定行為が異なっても、共通科目で学び得る基礎医学知識、医師など
他職種との協働の視点、医療安全の視点など治療を見越した看護実践ができる
ことは予防看護の視点を強化し、医療費削減できるかも・・・。 
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研修修了生が円滑に活動するための今後の課題 
                            その2 

研修が看護師（看護）にとって、患者にとって、多職種にとって、施設にとって、 
  
魅力あるものであることの実感を実習中から言語化できるようサポートし、 
  
モチベーションを維持してもらい、自らの後輩育成、周知活動につながるよう、 
 
指定研修機関として継続したフォローアップを行う。 
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修了生たちが満開になるまで、ともに成長していける指定研修機関でありたいです。 

ご清聴ありがとうございました。 


